
保護者の皆様へ 

令和 2 年 5 月 7 日 

新さっぽろとまと保育園 

園⾧ 高井博史 

 

4 月の給食費のお知らせ 

 

日頃より新さっぽろとまと保育園の保育にご賛同ご協力いただきまして誠に

ありがとうございます。今般のコロナウイルス感染症に対しまして「北海道・札

幌緊急共同宣言」「緊急事態宣言」が出され、保護者の皆様には「登園自粛」の

ご協力をいただいております。それに伴いまして、給食費を段階に分けて減額す

ることにいたしました。（給食基本金として 1,000 円引いた金額から減額します。） 

全日お休みの場合は 5,000 円、３分の２以上お休みの場合は 3,200 円、3 分の

１以上お休みの場合は 1,600 円を翌月の給食費より減額いたします。 

5 月の集金日は 11 日（月）12 日（火）13 日（水）です。 

ご理解ご協力よろしくお願いいたします。 

  


